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旭 土 管 第   号 

令和８年４月  日 

各  位 

旭川市長 今 津 寛 介 

（土木部土木管理課担当） 

 

 

 

令和８年度街路灯維持補助金の交付申請について（通知） 

 

 新緑の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 貴団体において維持管理されている街路灯の電気料金について、前会計年度１年間に支

払われた額の２分の１以内の額を補助する「旭川市街路灯維持補助金」の交付申請を受付

いたします。 

つきましては、補助金の交付申請方法を御案内いたしますので、補助金の交付を希望さ

れる団体は、申請受付期間内に申請してくださるようお願いします。 

 

 

 

１ 補助対象 

  町内会等で維持管理する公衆用街路灯（防犯灯）の電気料金 

 

 

２ 補助金額 

  前会計年度に北海道電力㈱に支払った電気料の「２分の１以内」を補助します。 

 

注）申請金額の合計が市の予算額を超過した場合、各申請者への補助金額は、申請金額の

満額を交付できない場合があります。 

 

 

 

当補助金の申請期限を令和８年７月３１日（金）としました。 

令和８年８月１日以降の申請は受付できませんので御注意ください。 

 

直接受付、郵送での受付のほか、インターネットを介した電子申請 

（別添の「街路灯維持補助金電子申請マニュアル」を参考にしてくだ 

さい。）を行っておりますので御利用ください。 

 

補助金の交付時期について 

第１次受付（５月１１日から５月３１日まで）は、９月上旬頃 

第２次受付（６月１日から７月３１日まで）は、１１月下旬頃 

  に交付を予定しております。 
 

大切なお知らせ 
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３ 申請に必要な書類（ない場合は受付できないことがあります。） 
 

（１） 

                                この文書をお送りした封筒 

 

 

 

 

（２） 補助金申請書兼  

    請求書 

 

（３） 街路灯月別電気 

    料金表 

 

（４）  委任状 

 

 

 

（５） 領 収 書 類 

     

 

※郵送の領収証は、通常は次の月の請求書下部に印刷されています。 

例えば令和７年４月～令和８年３月分の領収証は、令和７年５月～ 

令和８年４月の請求書の下部に付いていますので御注意ください。 

また、稀に請求書下部に領収証が印刷されないことがありますが、 

その場合は「電気料金振替済のお知らせ」というはがきが届くので 

はがきの写しまたは原本を御持参ください。           

 

 

（６） 預金通帳の写し  補助金の受取に使う口座を確認します。通帳の表紙を１枚めくった、 

    口座番号・口座名義（カタカナ）が確認できるページの写しを御持参 

ください。 

 

 

（７）  印 鑑   印 委任状が必要な場合等で使うことがあります。申請者の印鑑が必要と 

             なります。手続に来る方が申請者とは別人の場合は御注意ください。 

 

 

 

 

 

ほくでんエネモール

から印刷する場合 

受領済証明書 １枚 

請求のお知らせ（内訳表）  

ほくでんから郵送で

届いた請求書を持参

する場合 

口座振替の場合、電気料金等領収

証（請求書下部）の写しか原本※ 

店頭払いの場合、日附印が押され

た領収証の部分の写しか原本 

全ての申請

月分 

電気料金等集約分内訳表（請求書

の裏面と２枚目以降） 

 

〒……… 

…… 

今回同封した書類 

（委任状が必要な場合については４ページ参照） 
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御注意ください！ 

・ インターネットではなく郵送で電気料金の請求書を受け取っている場合は、請求書の

下に前月の領収証が付いており、請求書の月と領収証の月は１か月ずれています。 

 例：３月分の領収証は、４月分の請求書の下に付いています。（１１ページの図参照） 

毎年、請求書を見て申請書等を作成し、受付時にも請求書を持参される方が見受けら

れますが、必ず領収証を見て申請書を作成し、受付時にも領収証を持参してください。

請求書では手続きができません。 

・ 通帳の記帳内容を領収書類の代わりにはできません。（交付審査の際、市会計課で認め

られません。） 

・ 受領済証明書、電気料金等領収証などの領収書類がない月の分は補助金を交付できま

せん。翌年以降の申請でさかのぼって受け付けることもできません。 

・ 郵送にて申請をされる場合は、いただいた書類は返送しませんので御了承ください。 

・ 電子申請で委任状が必要な場合は、後日担当者より委任状を郵送しますので、押印の

上返信をお願いします。 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

１ 補助申請に関すること 

旭川市 土木部 土木管理課 道路占用係 

住所：旭川市７条通１０丁目旭川市役所第二庁舎４階 

電話：（直通）0166-25-5375 

２ 「電気料金振替済のお知らせ」「電気料金ご請求の内訳」 

「電気料金受領済証明書」「まとめ契約種別内訳」等に関すること 

   北海道電力株式会社 

   電話：0120-07-5154（音声ダイヤル「１」番） 
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４ 申請受付期間・場所 

対面での受付は次の日程・会場で実施いたします。なお、インターネットでの電子申請、

郵送での申請（郵送料金は御負担ください。書類は返却いたしません。）も可能です。 

 

（１）第１次受付（令和８年５月１１日（月）から令和８年５月３１日（日）まで） 

注１ 例年１０～１１時は受付が混雑し、待ち時間が長くなりますので御了承願います。 

注２ 居住地域にかかわらず、都合の良い会場を選んで申請してください。 

注３ 各会場内でコピーをとることはできません。事前にご用意ください。 

 受付日・時間 会  場 住  所 

５月１１日(月) 10:00～16:00 東旭川公民館 講座室 東旭川町上兵村 544 

５月１２日(火) 10:00～16:00 愛宕公民館 講座室 豊岡 7 条 9 丁目 1-46 

５月１４日(木) 10:00～16:00 神楽公民館 第３学習室 神楽 3 条 6 丁目 1-12 

５月１８日(月) 10:00～16:00 北星公民館 講座室 北門町 8 丁目 2641-3 

５月１９日(火) 10:00～16:00 東鷹栖公民館 会議室 東鷹栖 4 条 3 丁目 636-23 

５月２１日(木) 10:00～16:00 西神楽公民館 大講堂室 西神楽南 2 条 3 丁目 249-2 

５月２５日(月) 10:00～16:00 永山公民館 中会議室 永山 3 条 19 丁目 4-15 

５月２６日(火) 10:00～16:00 神居公民館 大会議室 神居 2 条 9 丁目 1-19 

５月２９日(金)   9:30～16:00 市役所第二庁舎 7 条通 10 丁目 

５月３０日(土)   9:30～16:00 市役所総合庁舎 7 条通 9 丁目 

 

（２）第２次受付（令和８年６月１日（月）から令和８年７月３１日（金）まで） 

 土木管理課道路占用係窓口（市役所第二庁舎４階）での申請、インターネットでの電子

申請及び郵送での申請（７月３１日必着）が可能です。 

第２次受付期限までに申請がない場合、補助金の交付は受けられません。必ず期間内に

申請してください。 

 

（３）庁舎駐車場及び旭川市７条駐車場（地下駐車場）について 

 工事のため、第二・第三庁舎の駐車場は使用できません。 

 旭川市７条駐車場（地下駐車場）は有料駐車場ですが、市役所利用の場合は３０分無料

となりますので受付会場まで駐車券をお持ちください。 
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５ 申請書類の書き方（１４・１５・１６ページの「記入例」参照） 

（１）注意事項 

  鉛筆やフリクション（消せる）ボールペンで記入したものは受け付けられません。 

  住所、団体名、役職、氏名、口座名義は省略せず正確に記入してください。 

 

（２）記入を間違えた際の訂正について 

  ２本線を引いて訂正してください。修正液や貼り紙は使用しないでください。 

          ９ 

例）旭川市６条通８丁目 

 

（３）申請金額について 

  申請書兼請求書の『申請金額』欄（二重線で囲まれた欄）は、受付時に職員確認の下

で記入していただきますので、事前に記入しないでください。 

 

（４）街路灯数内訳について 

  街路灯の種類・ワット数ごとに、灯数を記入してください。 

  途中で灯数の増減、寿命による電灯交換などがあった場合は、申請最終月時点での灯

数（例：４月～３月の電気料金の補助申請なら３月時点の灯数）を記入してください。 

  

（５）１年間の電気料金合計について 

  申請月の電気料金の合計（街路灯月別電気料金表の合計金額）を記入してください。 

  申請月は、団体の前会計年度の最終月の翌月から最大１２か月です。（例：会計年度が

４月～３月の団体なら、最終月＝３月の翌月から１２か月なので前年４月～今年３月の

電気料金を記入／会計年度が１月～１２月なら、前年１月～１２月の電気料金を記入） 

 

（６）委任状について 

  申請者以外の氏名を含む口座や、団体名が含まれない個人の口座に補助金の振込を希

望する場合は、委任状に委任者（申請者）の住所、団体名、役職、氏名、電話番号を記入

し、受任者（口座名義人）の住所、氏名、電話番号を記入してください。 

委任者（申請者）の押印が必要です。受任者（口座名義人）の押印は不要です。 

 

①委任状が必要な場合 

申請者（委任者）     口座名義（カタカナ表示の部分） 

●口座名義に申請者以外の氏名が含まれる場合 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ カイケイ ホッカイサブロウ 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ ホッカイサブロウ 

 

●口座名義に団体名が含まれない（個人の口座である）場合 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワタロウ 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  ホッカイサブロウ 
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②委任状が不要な場合 

申請者（委任者）     口座名義（カタカナ表示の部分） 

●口座名義の団体名役職名及び氏名が申請者と同一の場合（原則） 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ カイチョウ アサヒカワタロウ  

 

 旭川町内会 会計 北海三郎  アサヒカワチョウナイカイ カイケイ ホッカイサブロウ 

 

●口座名義が団体名のみの場合 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ 

 

●口座名義が団体名と役職名のみの場合（役職名は申請者と異なっていてもよい） 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ カイケイ 

 

●口座名義が団体名と氏名のみの場合（氏名が申請者と異なる場合は委任状が必要） 

 

 旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ アサヒカワタロウ 

 

（７）委任状の押印について 

  朱肉を使って、鮮明に押印してください。（シャチハタは使用できません。） 

  使用できる印鑑は委任者の個人印か、委任者の団体名と役職名両方が入っている職印

です。団体名が一部省略された職印や、団体名か役職名のいずれかが含まれていない職

印は使用できませんので御注意ください。 

 

  使用できる職印と使用できない職印の例 

 

 

          使用できます。 

委任者の団体名・役職名が入っているので使用できます。 

 

 

 

          使用できません。 

委任者の役職名（会長・会計等）が入っておらず使用できません。 

 

 

（８）申請書兼請求書の「補助金の受領方法」について 

 ①金融機関の口座への振込を希望する場合は、口座振替にチェックを入れてください。 

  郵便局（ゆうちょ銀行）への振込も可能です。 

補助金の 

受領方法 

□ 口座振替 

（右記口座） 

□ 窓口払い 

  

 

旭
川 

町
内
会 

長
之
印 

 

旭
川 

町
内
会 

 

之
印 
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②市役所窓口での補助金受取を希望する場合は、窓口払いにチェックを入れてください。 

  補助金の受取場所は『旭川市７条通９丁目 旭川市役所総合庁舎２階 会計課』です。 

補助金の 

受領方法 

□ 口座振替 

（右記口座） 

□ 窓口払い 

 

（９）申請書兼請求書の「振込先」について 

口座振替で補助金の受取を希望する場合は、通帳の表紙を１枚めくったページに表示

されている金融機関名・支店名・口座番号・名義人名を記入してください。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 申請後に口座名義の変更・解約などを行った場合は補助金の振込ができなくなりま

すので、申請書兼請求書の再提出をお願いします。 
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（10） 街路灯月別電気料金表について 

①申請できるのは、前会計年度の最終月の翌月から最大１２か月です。今回の申請月の

電気料金（税込）を、表の各月の金額欄に記入してください。（申請月については５ペ

ージの（５）参照） 

 

②契約種別「公衆街路灯」以外の電気料金も領収金額に含まれている場合は、「請求のお

知らせ（ほくでんエネモール）」または「電気料金等集約分内訳表（郵送）」を確認し、

契約種別「公衆街路灯」の金額のみを記入してください。 

※この場合は、「請求のお知らせ」を印刷したものか「電気料金等集約分内訳表」の写し

を、全ての申請月分提出する必要がありますので、追加で御用意ください。 

 

③金額の確認のため、申請月全ての受領済証明書または領収証（写しか原本）の提出が

必要です。請求書、通帳の記帳内容では代用できません。 

 

④申請月の領収証が見当たらない場合は、ほくでんエネモールから受領済証明書を発行

することができます。（９ページ参照）それも不可能な場合は、電話で北海道電力株式

会社に受領済証明書の発行を依頼してください。（１３ページ参照） 

 ※極力ほくでんエネモールからの発行をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆街路灯Ａ 

02 

契約種別 

「公衆街路灯Ａ」または 

「公衆街路灯Ｂ」が 

補助対象です。 
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６ 領収書類 

（１）受領済証明書（ほくでんエネモール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン後、「複数契約のご請求ま

とめ」を押してください。 

「公衆街路灯」以外の契約種別

が含まれていないか確認してくだ

さい。 

（含まれている場合は、受領済証

明書に加えて「請求のお知らせ」

も全ての申請月分印刷し、提出

してください。） 
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この画面で印刷するか、pdf ファ

イルとして保存した後に印刷して

ください。 

申請月（最大１２か月）が全て含ま

れるように期間を選択し、「受領済

証明書出力」を押します。 
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（２）電気料金等領収証（郵送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇町内会  様 

電気料金等領収証 

〒 

旭川市６条通９丁目 

〇〇町内会  様 

電気料金等請求書 北海道電力株式会社 
ほくでん 

こ
の
部
分
の
写
し
を
取
る
か
、
切
り

取
っ
て
く
だ
さ
い
。 

電 気 料 金 等 領 収 証 

〇〇 町内会   様 

下記金額を○月△日口座振替により領収させていただきました。 
ご請求年月 

領収金額 

20××年  月 分 

2、540 円 
（うち消費税等相当額  円） 

 

領収金額と年月を御確認の上、全ての申請月分の写しか原本

を提出してください。 
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（３）電気料金振替済のお知らせ（はがき） 

 電気料金振替済のお知らせ＋宛名面の３面全ての写しか、はがきの原本を提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）電気料金等領収証（払込票） 

店頭払い（コンビニや金融機関）の場合は、日附印が押された領収証部分の写しか原本

を全ての申請月分提出してください。 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンビニ等で

支払った場合

はここに日附

印が押されま

すので、「電気

料金等領収証」

を提出してく

ださい。 

郵便局で支払

った場合はこ

こに印字され

ますので、ミシ

ン目で切り取

らずに両方を

提出してくだ

さい。 
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（５）領収書類が不足している場合 

（２）～（４）の証明書類の一部を紛失された場合でも、ほくでんエネモールに登録す

れば（１）の受領済証明書を発行して１２か月全ての申請が可能です。 

受領済証明書の発行もできない場合、下記連絡先に電話をすることで証明書類の入手が

可能です。ただし、受付からお手元に届くまで１０日～２週間程度要します。 

 また、電話は大変混み合います。ほくでんエネモールに登録すれば即時に発行・印刷す

ることが可能ですので、極力そちらの利用をお願いいたします。 

 

 

連絡先：北海道電力株式会社   電話：０１２０－０７－５１５４ 

               （音声ダイヤルが流れるので、「１」番を選択） 

 

 

 

７ 補助金の交付時期 

（１）第１次受付分（５月１１日（月）から５月３１日（日）までに申請したもの） 

 

    補助決定額の通知 ８月中 

    補助金交付時期  ９月上旬頃 

 

 

（２）第２次受付分（６月１日（月）から７月３１日（金）までに申請したもの） 

 

    補助決定額の通知 １０月中 

補助金交付時期  １１月上旬頃 

 

 

 

  本書は、令和８年４月１０日現在で市に提出のあった令和８年度町内会役員名簿によ

り送付しており、未提出の町内会については昨年度の名簿により各町内会長宛に送付し

ております。 

  なお、会長や役員を変更される場合は、新たな役員の方に引継ぎをお願いします。 
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   ○○ 年 ○ 月 ○○ 日 

団体名 ６条９丁目町内会 

※申請月数は１２か月分以内です。 

街路灯月別電気料金表記入例 

街路灯月別電気料金表 

年 申請月 金額 備考 

○○○○年 
（令和○年） 

12 
  

○○○○年 
（令和○年） 

1 
  

2 
  

3 
  

4 2,615 
 

 
5 2,615 

 

6 2,615 
 

7 2,936 
 

8 2,936 
 

9 2,936 
 

10 3,112 
 

11 3,112 
 

12 3,112 
 

1 3,225 
 

計 35,664 
 

○○○○年 
（令和○年） 

2 3,225 
 

3 3,225 
 

例：前回の申請月が 

「令和元年４月～令和２年３月」 

で全て交付済の場合 

「令和２年４月～令和３年３月」 

（１２か月分）を記入する 

↓ 

この金額を申請書の「１年間の電気料金合 

計」の欄に記入する 
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該当者のみの様式です。 
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申請書類が旭川市のホームページからダウンロードできます。 

 

 

①旭川市公式ホームページを開いてください。 

 

 ②  をクリックしてください。 

 

   

 

 

 

 ③  をクリックしてください。 

 

  

 

  ※「くらし」欄の下から 4 段目にあります。 

 

 

 

 

水道・除雪・土木 
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    ④ をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤ をクリックしてください。 

 

  ⑥ をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路・橋 

街路灯 

街路灯維持補助金交付申請について 


